
 

 

「訪問型サービスＡ」重要事項説明書 
 

 

本事業所は、訪問型サービスＡの提供の開始にあたり、事業所の概要、提供される

サービス内容及び契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 
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１．事業者の概要 

事 業 者 の 名 称 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 

所 在 地 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目１番１号 

代 表 者 氏 名 会 長  鈴 木 俊 昭 

設 立 年 月 日 昭和４３年１２月２０日 

電 話 番 号 ０４８－９６６－３４１１ 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 指定居宅サービス事業所「こしがや社協」 

サ ー ビ ス の 種 類 「訪問型サービスＡ」 

事 業 所 の 所 在 地 
埼玉県越谷市宮本町一丁目１５１番地 エスペランサ１

０１号室 

事 業 所 の 管 理 者 
（職名）生活支援課 介護サービスセンター所長 

久保田  謙 （兼任） 

電 話 番 号 ０４８－９７３－７３４３ 

指定年月日・事業所番号 平成１２年４月１日指定 １１７０８００３０２ 

通常の事業の実施地域 越谷市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

（１）事業の目的 

要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立

した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安

心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービスを提供することを目的

とします。 

 

（２）運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令

及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サ

ービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もし

くは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 

 

４．営業日時 

営業日 

月曜日から金曜日まで 

ただし、祝日及び年末年始（12月 29日から 1月 3日まで）を

除きます。 

営業時間 
午前８時３０分から午後５時３０分まで 

※電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とします。 

サービス提供時間 午前９時３０分から午後４時まで 
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５．従業者の職種、員数及び職務の内容 

従業者の職種 常勤 非常勤 職務の内容 

管理者 １  管理者業務 

サービス提供責任者 １  調整等業務 

訪問介護員等(従事者) １  居宅介護等 

 

６．提供するサービスの内容 

訪問型サービスＡの内容は、次のとおりとします。 

生活援助に関する内容 
【内容】 

調理、洗濯や掃除等の家事など 

 

７．利用料等 

（１）訪問型サービスＡの利用料 

【基本部分】 

サービス内容 基本利用料 
利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

訪問型サービスＡ 

２０分未満（１回につき） 

（事業対象者・要支援 1･2） 

１，０００円／回 １００円 ２００円 ３００円 

訪問型サービスＡ 

２０分以上４５分未満（１回につき） 

（事業対象者・要支援 1･2） 

１，５００円／回 １５０円 ３００円 ４５０円 

訪問型サービスＡ 

４５分以上（１回につき） 

（事業対象者・要支援 1･2） 

２，０００円／回 ２００円 ４００円 ６００円 

 ※月８回まで 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

サービス内容 
加算額（利用者負担） 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

訪問型サービスＡ初回加算 

（１月につき） 
２０９円 ４１７円 ６２６円 

 

（２）キャンセル料 

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただきます。但し、ご利用者の体調不良

等やむを得ない場合は取消料をいただきません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
当日の利用料金の１０％ 

（利用者負担相当額） 
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（３）支払い方法 

 上記（１）及び（２）の利用料金は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、翌月

末日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

なお利用料金の支払が３か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず支

払いが行われない場合は、契約を解除いたします。 

 

ア．窓口での現金支払い 

イ．郵便局口座からの自動引き落とし 

  株式会社ゆうちょ銀行 越谷瓦曽根郵便局 

  口座番号 ００１８０－８－１９６３０９ 

  口座名義 越谷市社会福祉協議会 介護サービス事業 

 

８．緊急時における対応方法 

・サービス提供中に利用者の体調や容体の急変が生じた場合、その他必要な場合は、

速やかに主治医及び家族等に連絡する等の措置を講じます。 

・病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車による搬送を要請する場合が

あります。 

 

主 治 医 

病院名・氏名  

連絡先  

緊急連絡先 

氏名  

連絡先  

 

９．事故発生時の対応 

・訪問型サービスＡの提供により事故が発生した場合は、速やかに越谷市、家族等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

・訪問型サービスＡの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害

賠償を行います。ただし、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、ご利用

者の置かれた心身の状況を勘案して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減

じることができるものとします。 

 

１０．苦情相談窓口 

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談（お客様相談係） 

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関

するご相談、ご利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。 

１）お客様相談係 

〈苦情受付窓口（担当者）〉［職名］サービス提供責任者             〉 

２）受付時間 毎週月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

※ただし、祝日・年末年始を除く。 
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 〈苦情受付担当者［職名］生活支援課 介護サービスセンター所長 

（管理者）久保田  謙 〉 

 〈苦情解決責任者［職名］事務局長 永 福  徹 〉 

３）電話番号 ０４８－９７３－７３４３ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

越谷市役所 

地域包括ケア推進課 

所在地     越谷市越ケ谷四丁目２番１号 

電話番号   ０４８－９６３－９１８７ 

ファックス ０４８－９６３－９１９９ 

受付時間   午前８時３０分～午後５時１５分 

（祝日、年末年始除く） 

埼玉県 国民健康保険

団体連合会 

所在地     さいたま市中央区下落合１７０４番 

(国保会館) 

電話番号   ０４８－８２４－２５６８ 

ファックス ０４８－８２４－２５６１ 

受付時間   午前８時３０分～午後５:００分 

（祝日、年末年始除く） 

 

１１．秘密保持 

（１）守秘義務 

  事業者、サービス従事者又は従業員は、サービスを提供する上で知り得たご利用

者またはそのご家族などに関する事項を、正当な理由なく第三者に漏らしません。

これは、本契約が終了した後も継続するものとします。 

 

（２）業務に必要な個人情報の限定利用 

  事業者は、ご利用者に係る地域包括支援センター等との連携を図るなど正当な理

由がある場合には、ご利用者またはそのご家族などから事前に文書により同意を得

た上で、個人情報を限定的に利用させていただきます。 

 

１２．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

・サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あら

かじめご了解ください。 

  ① 医療行為及び医療補助行為 

  ② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

  ③ 他の家族の方に対する食事の準備 など 

・体調不良等によりサービスを利用できなくなった際は、できる限り早めに当事業所

へご連絡ください。 
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個人情報の利用に関する同意の確認 
 

１．利用目的 

  ご利用者様への訪問型サービスＡの提供にあたり、ご利用者様に関わる地域包括

支援センター、関係機関への情報提供などによる連携により、円滑なサービス提供

を図ることを目的といたします。 

 

２．提供する事業所及び関係者の範囲 

  ご利用者様に関わる地域包括支援センター、関係機関などの特定された関係者と

いたします。 

 

３．利用する期間 

  契約終了まで 

 

４．利用する条件 

（１）ご利用者様の個人情報の利用は必要最小限とし、利用にあたっては関係者以外

の者に漏洩することのないよう細心の注意を払います。 

 

（２）ご利用者様の個人情報は、担当地域包括支援センター、関係機関とのサービス

に関する会議（担当者会議等）及びこれに準ずる話し合い等に限って利用いたし

ます。 
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令和   年   月   日 

 

 

訪問型サービスＡの提供の開始に際し本書面に基づき、重要事項及び個人情報の利

用に関する説明を行いました。 

 

事業所 

住  所  埼玉県越谷市宮本町一丁目１５１番地 

      エスペランサ１０１号室 

事業所名  社会福祉法人越谷市社会福祉協議会 

指定居宅サービス事業所「こしがや社協」 

管 理 者  生活支援課 介護サービスセンター所長  久保田  謙 

 

説明者 

職  名  サービス提供責任者 

氏  名                         

 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項及び個人情報の利用に関する説明を受

け、訪問型サービスＡの提供開始に同意しました。 

 

ご利用者 

住  所                          

氏  名                         

 

ご家族[続柄:    ] 

住  所                          

氏  名                         

 

代理人等 

住  所                          

氏  名                         

 


